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                        開催日時:9月5日(日)午前10時～12時 

１．町会長あいさつ 

２．令和3年度9月部門別活動報告 

＊中止となった行事は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため主催者判断で中止となりました。 

部門 活動内容 

防犯部 
（池遠） 

・地区別犯罪発生状況の報告。特殊詐欺 6件、自動車盗 2件、性犯罪 2件、侵入盗 1件、強盗 1件で

した。 

・8/7(土)､9/4(土)青パトによる町会内防犯パトロールを実施しました。(担当は青少年部と女性部) 

  (次回以降 10/2(土)敬老部、11/6(土)総務部の予定です) 

・私道防犯灯維持管理費補助金交付申請書を江戸川区に提出しました。 

・11/23(火)安全･安心まちづくり大会実践活動は実施の可否を検討中です。 

防災部 
（片遠中） 

・10/24(日)二小避難訓練は中止です。 

・１１月の江戸川区総合防災訓練は中止になりました。昨年は一般参観なしで行われました。 

環境部 
（沖新） 

・8/19(木)環境をよくする運動葛西地区大会は中止になりました。 

・11/7(日)葛西地区秋の一斉美化運動は中止になりました。 

・町会用掃除道具を江戸川区に申請しました。 

交通部 
（竹沖南） 

・9/21(火)～30(木)秋の全国交通安全運動は実施されますが、テント張り､講習会は行いません。 

・9/下旬実施のセーフティロード作戦(環七)は、警察官のみで行います。 

青少年部 
（新梅濱） 

・7/12(月)～9/12(日)緊急事態宣言が出されたため、町会ラジオ体操会は前後期とも中止にしました 

 

女性部 
（内工柵藤） 

・8/18(水)資源回収を実施しました。次回は9/15(水)です。雨天の場合は9/16(木)に順延し 

ます。これに関連し、7月より資源回収協力者に対する返礼品として、ポケットティッシュの配付を

始めました。 

敬老部 
（内） 

・敬老のお祝いを配付する対象者が確定しました。対象者が１９６名､対象世帯が１４５世帯でした。 

対象者調査に当たりましては、ご協力ありがとうございました。現在、お祝い品等の準備を行って 

います。 

・9/19(日) 午前中にお祝い品をお届けする予定です。 

総務部 
（遠田） 

・8/29(日)正副会長会議を開催し、今年度下半期の町会活動計画について日程､準備等の検討を行い 

ました。 

・8/25(水)町会活動における事故に備えるため、賠償責任保険を更新しました。 

・9/26(日)二之江地区区民運動会は中止です。 

・10/10(日)江戸川区民まつりは中止です。 

・10/17(日)葛西まつりは中止です。 

会計 
（一大） 

・10月中に町会会計の中間決算と、中間監査を行う予定です。 

 

３．各班報告 
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４.議事および確認事項 

 

議  題 議  題  内  容 

(a)ウォーキング大会 ➀実施日：１０月２４日(日)  １０時～１１時まで受付ける。 

②実施方法：フリースタート（受付後、順次スタート）コースは昨年と同じ。 

      フリーウォーク（自分のペースでウォーキング） 

③中止条件：緊急事態宣言下では行なわないが。まん延防止等重点措置下では実施 

する。実施の可否判断は、１０月３日(日)の定例役員会で行う。 

なお、10/24が宣言期間中の場合は10/31に実施する。 

(b)歳末特別警戒パトロ

ール 

➀実施日：１２月２５(土)から１２月２９(水) ２０時より開始する。 

②町会本部設置場所は、昨年と同様内海女性部長宅駐車場前とする。 

③昨年と同様、パトロール後の反省会は行わない。その代り、参加者には飲料や果物、 

お菓子等を持ち帰ってもらう。 

④参加者はマスク必着とする。 

⑤緊急事態宣言期間中でもパトロールは実施する。 

(c)防災講習会 ➀新型コロナ感染拡大防止の観点から講習会開催は難しいため、最近２班で火災が 

発生したこと、昨年末にお隣の中央町会内で火災が頻発したこと等を考えて、家庭

用小型消火器を各会員世帯に配付する提案が有ったが、コストが想定以上に掛かる

ことから保留とし、更に別途の案を含め更に検討することにした。 

(d)町会資源回収日の 

変更 

➀資源回収量を増やすため、町会資源回収日を区の資源ごみ回収日に合わせる。 

そのため、現在の第３水曜日から第３火曜日に変更することが、集荷業者である 

三雲商店の承認を得られることを前提に、了承された。 

②変更は、年度替わりの令和４年４月から実施する。 

(e)確認事項 ➀敬老のお祝い品は９月１９(日)午前中にお届けする。 

②１０月３日(日)午前１０時～ 定例役員会を二之江ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 集会室2&3で開催 

 します。本部役員と班長は出席をお願いします。 

 

５．閉会挨拶（遠藤副会長） 

（両工杉内鈴新遠） 

 


